
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

県社協ニュース“やまぐちのふくし”では、毎月１回発行し、制度や施策の動向 

など、随時情報提供していきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

山口県社協ニュース  第１５３号  

社会福祉法人 山口県社会福祉協議会 

       総務企画部 総務班 

〒753-0072 山口市大手町９番６号 

TEL:083-924-2777 FAX：083-924-2792 

Email：ygshakyo@orange.ocn.ne.jp 

URL：http://www.yamaguchikensyakyo.jp 
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やまぐちの 

ふくし 

「やまぐちのふくし」の表紙写真を募集しています。詳しくは、総務班までお問合せください！ 
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地域福祉部 生涯現役推進班 

TEL：083-928-2385 

FAX：083-924-2387 

e-mail：syougaigeneki@yg-you-i-net.or.jp 
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令和３年度の受審施設・事業所募集のご案内 

～福祉サービス第三者評価を受けてみませんか？～ 
 

福祉サービス第三者評価事業は、事業者の提供するサービスの質を当事者（事業者及び利用

者）以外の公正・中立な第三者機関が、専門的かつ客観的な立場から評価するものです。山口県

社会福祉協議会は、山口県から認証を受けた県内で唯一の評価機関です。 
 
【福祉サービス第三者評価事業の目的】 

○ 個々の事業者が社会福祉事業運営における具体的な問題点を把握して、サービスの質の向

上に結びつけること。 

○ 評価を受けた結果が公表されることにより、評価結果等が利用者の適切なサービス選択に

資するための情報となること。 
 
【受審事業所からいただいた声】 

◎ 問題点を改善するための効果的かつ具体的な目標設定が可能になりました！ 

◎ 職員の自覚と改善する意欲が生まれました！ 

◎ 信頼の獲得と質の向上が図られました！ 
 

【受審の流れ】 

（１）契約締結  

評価料金は、高齢者及び障害児・者の施設・事業所、救護施設、 

婦人保護施設、保育所は１事業につき２６３，０００円（税込）、 

社会的養護関係施設は３０８，０００円（税込）です。 

（２）自己評価の実施・事前書類の提出  

訪問調査の前に自己評価を実施し、事前提出書類を本会に提出します。 

     

（３）訪問調査の実施（１日） 

評価調査者が施設・事業所を訪問し、１日かけて調査を行います。 

  

（４）評価結果の報告、公表 

        山口県及び本会のホームページ、WAMNET 等で公表します。 
 
    評価の公表期間は、評価実施の翌年度から起算して３年間です。 
 

社会福祉法人改革を含む論議の中で、「法人組織の体制強化」「法人運営の透明性の確保」が社

会福祉法人の在り方として求められております。第三者評価の受審はそのような項目と密接に

関連があります。 

 第三者評価事業は福祉サービスの質の向上を促すためのシステムのひとつです。社会福祉法

人の関係者の皆さまへは、文書にてご案内いたしますのでご確認ください。 

申込締切日は４月３０日（金）です。福祉サービス第三者評価を受けてみませんか？ 

 

 

 

 

◆問合せ先 

総務企画部 福祉振興班 TEL：083-924-2799 FAX：083-924-2798 

HP：http://yamaguchi-hyoka.jp/ 
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介護の資格を持っている、介護の研修を修了している、 
 

でも・・・ 

「福祉の仕事を辞めてからブランクがあるけど、もう一度働けるかな？」 

「一度も現場で働いたことがないけど、大丈夫かな？」 

「自分自身のスキルアップに良い研修がないのかな？」 など、 

 

就職相談からスキルアップの支援まで、届け出るだけで、福祉・介護の仕事の各種相談・サ
ポートが受けられる届出制度があります。 

「あなたを支える、福祉の資格！」 山口県福祉人材センターと一緒に活用しましょう。 

 

※届出できる資格・研修※ 

「介護福祉士」 「介護職員実務者研修」 「介護職員初任者研修」  

「介護に関する入門的研修」 「旧ホームヘルパー養成研修 1 級・2 級」 

「旧介護職員基礎研修」 

 

 

 

届出登録はこちらから 

    ↓ 

 

 

 

 

介護福祉士等の資格をお持ちの皆さん、届出制度をご活用ください！ 

◆問合せ先 

福祉人材部（山口県福祉人材センター）   TEL：083-922-6200 
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＊認知症に関する相談は「認知症コールセンター」へ 

   認知症に関する心配ごとや気になること、認知症の方の介護に関する悩み 

 などに対して、保健師や介護経験者等がご相談に応じます!! 

 

 たとえば、 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

認知症コールセンター専用番号  

TEL０８３－９２４－２８３５ 

相談時間 月・金の午前１０時から午後４時まで 

（祝日はお休み） 

◆問合せ先 生活支援部 生活支援班 

           TEL：083-924-2845  FAX：083-922-1295 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

認知症コールセンターのご案内 

◎家族や自分が認知症ではないかと気になる。 

◎認知症に関する悩みをどこに相談してよいかわからない。 

◎認知症の方の介護を経験した人と話がしたい。 

 等、誰かに話を聞いてほしいときには一人で悩まずお電話を!! 

※認知症コールセンターは令和３年３月３１日をもちまして閉所となります。 

  

認知症に関する相談窓口は 

山口県ホームページ（もの忘れや認知症に関する相談窓口）をご覧ください。 

https://www.pref.yamaguchi.lg.jp/cms/a13400/ninchisyou/20070711001.html 
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出席者： 

（１）贈呈者  浄土真宗本願寺派 山口教区教務所  

     教務所長     中村 祐順 氏 

        御同朋の社会をめざす運動 山口教区委員会 岡  智徳 氏 

 

（２）受贈者  社会福祉法人山陽小野田市社会福祉協議会   

常務理事     中村  聡 氏 

                    事務局長     流田 幸彦 氏 
 

        特定非営利活動法人 裕心会 

認知症高齢者グループホーム わかば苑 

理事長     兼頭 伸一郎 氏 

 
日 時：令和 3 年 2 月１8 日（木） 午後 3 時から午後 3 時４０分まで 
 
会 場：山口県社会福祉会館 １階玄関ホール 及び 前庭 
 

浄土真宗本願寺派 山口教区 様 

令和２年度 軽自動車の贈呈式が行われました 

浄土真宗本願寺派山口教区では、県内の市町における地域福祉活動の充実に少しでも役立

ちたいという主旨で、平成５年から毎年県内の社会福祉協議会や施設に軽乗用車を寄贈され

ています。 

この度、山陽小野田市社協とわかば苑に寄贈いただくことになり、贈呈式が行われました。 

  贈呈先  社会福祉法人 山陽小野田市社会福祉協議会  

       非営利活動法人 裕心会 認知症高齢者グループホーム わかば苑 
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◆問合せ先 

総務企画部 総務班 

TEL：083-924-2777  FAX：083-924-2792 

 令和 3 年 2 月 5 日（金） 

寄贈者 ： 生命保険ファイナンシャルアドバイザー協会（JAIFA）様 

寄贈品 ： 防災セット 100 セット 

 

災害時の被災者支援として生命保険ファイナンシャルアドバイザー協会

（JAIFA）様より防災セット 100 セットの寄贈をいただきました 

災害時の被災者支援として活用させていただきます 
ありがとうございました 

寄贈車：軽自動車 2 台〔累計 ５９台 （H5 年から）〕 
 
次 第 

（１）浄土真宗本願寺派 山口教区 

教務所長あいさつ 

（２）出席者紹介 

（３）軽自動車 贈呈 

（４）山口県社会福祉協議会  

副会長お礼の言葉 

（５）団体 謝辞 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


